
商工会会員の皆様ヘ
0こ の保険契約は全国商工会連合会を契約者とする商工会会員向け所得補償保険契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等よ全国商工会連合会が有します。「商工会の
体業補償市1劇 は、本制度の愛称です。

●保険の対象となる方Iま、商工会会員および商工会会員である事務所に勤務されている方とその配偶者(家事に従事されている方)に限りますので こ確認の上お申込下さい.団体の構成員
でなくなつた場合には、取扱代理店 扱者までこ通知下さい。

(所得補償保険)

病気やけがで働けない間、最高1年間月々の所得を補償します。

[側
躙欄平成

菫竃混鮮華進仄野」軍ll剛
許後4時

]
◎ 全国商工会運含会

商工会名 。商工会連合会名

東京海上日動火災保険株式会社

引受保険会社



あなたのビンチに,力強0ポ ート。贈工瑾
1.傷病手当金との関係は・・・

④商工会の休業補償制度
に加入している場合

中小企業経営者(健康保険カロ入者)の場合

①休業前 ②健康保険
からの支給

本人手取 100%      60%

健康保険加入者の場合、病気やケガによる体業については、

就業中であれば労災保険の「休業補償給付」、就業外であれ

ば健康保険の「傷病手当金」により、一定範囲の補償が行わ

れますが、補償額は労災保険の場合は特別支給金を含めて

休業前の賃金等の80%、健康保険の場合は休業前の賃金等

の60%で す。これでは、住宅ローンや子どもの教育費の支払

いに影響が出るなと、生活設計が狂ってしまう場合も起こ

①会社が補填
する場合

60% 100%

ります。しかし、健康保険の場合、会社が差額を補填する

と公的補償が減額 されてしまい、休業 した本人の手取 り

額は増えません。

商工会の体業補償制度は、休業前の所得 と公的補償の

差額をカバーし、生活水準を落 とすことなく安心 して療

養に専念できるようにするための保険です。

会社 か ら

の 補 填

400/O

本人手取 100%

2.商工会の体業補償制度の概要

補償期間は最長 1年間(免責期間7日 間) 家事従事者もごカロ入いただけます。

●被保険者(保険の対象となる方)が保険期間中に病気・

けがで就業不能(※1)になられた場合に、被保険者が

被る損失(×
"(就

業不能 となることにより実際に生

じた損失)について保険金をお支払いします。

支払額=就 業不能期間(※0(月数)X保 険金額(ご契約金額)

※1就 業不llLとは、病気
`サ
がのため入院は)していること、または入院以外で医師の

治療を要し、加入依頼書記載の業務に全く従事できない状態をいいます。また、

家事従事者の場合は、けがまたは病気を被り、その治療のために入院は
'し

てい

ることにより 炊事、掃除、洗濯および育児等の家事に全く従事できない状態を
いいます。ただし、いずれの場合でも病気やけがで死亡した後、あるいは病気ま
たはけがが治ゆした後は、いかなる場合でも就業不能とはいいません。
(注)「入院Jとは医師による治警

'必
要でありかつ自宅等での治菫が困難なため病院または

診書所に入り常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
※2就 業不能となることにより支出を免れる金額、就業不能の発生にかかわらず得

られる収入を除きます。
×3就 業不能期間とは免責期間終了の翌日から起算 して、契約により取り決めた保

険金お支払い期間内の就業不能曰数をいいます。本契約の場合最初の7日間(免

責期間)(2)を除き最長1年間補償します。
(注)免責期間とは継続して就業不能である日数で契約により取り決めた一定期間(7日)を指

し就業不能になつてからこの期間は保険全支ムいの対,と なりません。

●安心して治療に専念していただけるよう入院だけで
なく、自宅療養による休業(医師の治療を受けている
ことにより全く働けない場合)も補償の対象となつ
ています。家事従事者は入院中のみの補償となります。

●入院期間を就業不能期間とみなし、保険金をお支払
いします。
(入院期間のみ補償の対象となり、自宅療養期間等は

対象となりません。)
●10口以上15口までのお引き受けとなります。

(1回=補償月額1万円・裏面ご参照)

日会員および会員の従業員の配偶者て、日頃家事に従事されている方にご力1入いた

だけます。
家事専従者の他、パート収入(級別1級の職種に限ります)が年間100万円以下の方
も対象となります。

入院初期費用5万 円を補償 :
日入院初期費用担保特約が付帯された契約に限ります。

[入院初期費用担保特約]
被保険者が病気や17がにより免責期間7日間をこえて継続入院した場合に、被保険

者が入院初期費用を負担することにより被る損失について、5万円を一時金として

お支払いする特約です。
(注)再入院した場合には前の入院が終了した日からその日を含めて6ケ月以内の再入院につい

ては保険全は支ムわれません。

法人等力猥 険料を負担し、従業員全員を一括付保する場合の保険料は、原則全額損金処理 (福利厚生費)が可能でtК ゎしぐょ、融野等に胡 談くかい。)



:m体業補償請uFEIは頼もしι瑚坊で■

けがで働けなくなつたら…そんな時、

自0休 業補償詣1度があなたの収入をしつかり補償します。

一般の契約に比べ 天災もサポ…卜:!

約44%割 ョI:: 天災が原因のけが※4による
休業※5も補償。

[1-20%]X[1-30%]=056→ 44%割 弓|

団体割ら  過去の損害率
による割弓l

手続きは簡単!:
加入時の医師の診査は、原則不要。

●家事従業者の場合は入院中のみの補
卑11:|1卸

1年間のロングサポート!!
補償期間は最長1年間。

●地震、噴火または津波によって被った傷害●地震 噴火または津波に随伴 して生じた事故またはこれらに伴
う秩序の混乱に基づいて生じた事故によって被った傷害をいいます。
就業不能または就業障害をいいます。

3.保険金のお支払″1

性40才補償月額30万円)肝硬変て12月10日～翌年8月25日まで体業

1%0                 %5

碓 欄 は

レ ー ー 補― 償― 期― 間
― □

い

0月数計算

②端日数計算 8/17～8/25       9日 l・l補償月額30万円×モ用頂F9万 円

12/17～8/16(胤酷留『)8ヶ
月補償月額30万円×8ヶ月=240万円

9日

お支払い総額 249万 円

X]ケ 月未満の就業不能期間については、lヶ月を30日として 日割計算で保険金をお支払いします.

保険金をお支払いできない主な場合
1  加入期間開始前(継続契約の場合は最初の契約の加入期間開始前)に被った病気またはけかによる就業不能または就業障害
2 以下のような原因による就業不能または就業障害

1麻 険契約者 被保険者 は 険の対象となる方)や保険金受取人の故意または重大な過失によるケガまたは病気.(2)自 殺または犯罪

`テ

為 闘争によるケカまたは病気.
(3)麻薬 あべん 覚醒剤等の使用によるケガまたは病気  

“

)戦争 内乱 暴動等によるケガまたは病気 (条件付戦争危険等免責の一部修正に関する特約がセットされているため テロ●為によるケカ

または病気を除きます) (5)核 燃オキ物質の有害な特性によるケガまたは病気.(6)妊娠 出産 早産 流産およびこれらによるケガまたは病気.(7'自 動車または原動機付自転車の無資格運転または酒

酔運転 麻栞なとを使用 しての運転中に生 した事故によるケカ.(3)頭 部症候群 (いわゆる「むちうち症J)ま たは腰病で他覚症状のないもの.(9,精 神および行動の障害 なと

Bさ ん (男性56才 補償月額

“

万円)胃 ガンのため

Cさ ス′(男性52才補償月額25万円)脳卒中のため 3ヶ月25日休業約 90万円

Dさ ん(女性43才脚 額20万円)心筋梗塞のため2ヶ月18日休業約 52万円

Eさ スレ(男性27オ 補償月額20万 円)呉 遭雪故 6ヶ月20日休業 約128万円

Fさ ん o性 30オ 補償月額25万円)電蒼景言轟= llケ月10日休業約277万 円

Gさ ん (女性28才 補償月卸 5万円)冒iス
中転倒し

lヶ月13日休業 約  18万 円

4.こ カロ入 方 法 法Atn入・臥 麒 いずれもOK

|コピ謄鋒銀IT薄嘲真督諄濯躍醜柩羹笙雰言翌あ層露合よ壌哭2去』当〒
ら、複数人数分を引落す場合、口座振替依頼書は一部ご提出いただければ結構です。毎月1日保険開始でご加入い

ただけます。各月の締切については、取扱代理店 扱者にお問い合わせください。

(注)ご加入の際には 加入依頼書 (健康状態告知書を含みます詢の記載事項に間違いかないか十分にご確認ください.記載事項が事実と相遺している場合
には 保険契約を解除し(この場合 お支払いいたたいた保険llも返還できません。)保険全をお支払いてきないことがあります.特に 被保険者 (保険
の対象となる方)の生年月日また ま満年齢 職業 職務 健康t■態告知 過去の保険全請求 受領歴 他の保隣契約の有無なとにご注意くたさt、

IJ巖鮮補ょょフξ暫弓労静彎騨県異夢:すIテξ][燿留績鋪ξ″
る場合には、壁業日ヽこ艦しとなります。尚、通

|コー経稽萬想企?聾預警遅「:1彙晨羹乳意昌τ墨見響与=はを、栗肉醤[管亨鰻よ見2否官劣たξTよ|夕用婁緯禽汚唇ダ美撃櫂ζを兼曇零丁儡内容であつても、保険料や補償額が変わることがありますので、来年度以降の保険募集の案内をよくご確認下さい。保険料は、その時点の年令および

害1引率等により再計算されたものとなります。ただし、被保険者の年齢 事故の発生状況等によつては、ご継続いただけない場合がございます。



満年齢 醗駿景発獅首主
平成1,年10月1日時点 帷助 を扱わない方)等

15～ 19才

20-2411

25-2911

30-341F

35-3911

40-4411

45 ‐́4911

50-5411

55-5911

60 ‐́64,F

料電人 実 理容

“

、
桑道整復師小売卸吉=
(危険物を扱う方)等

44円

64円

72円

88円

111円

138Fヨ

165F]

191円

204F]

215円

52Fヨ

75Fヨ

84R

104円

130円

162円

193円

224円

239円

252F]

125Fヨ

155Fヨ

175F]

190F]

205円

235F]    7

(団体割引 過去の損害率による割引適用済)

無「2」型
有「4」型

免責期間 7日間 (補償 されない期間)

てん補期間 ¬年
(保険金 をお支払いする1事故あたりの最長期間)

1平 成 19年 10月 1日 時点の満年令 の保険料 をご覧 く

ださし、

2職 種 タイプ1～3級 について詳 しく|よ取扱lt理店

扱者にお問い合わせ ください。

3高 所作業者 舗装工 爆発物取扱作業者等の方 は

左表 とは別の保険料 となりますので 取扱代理店

扱者にお問い合わせ ください.

4左 表 に基 づき計算 された被保険者おひとり毎の月

払保 険料 に一律 制度維持費50円 を加算 したもの

が掛全 とな ります。制度維持費は本制度の維持 運

営 に必要な経費です。

5お 支払いいただ く保険料 1ま職業 職務や年齢 など

により異なります。

6こ の17険 の対象 は 満 15歳 以上満65歳 未満の方 に

限 られます。さらに 家事従事者特約 をセッ トする

場合 には 日常 家事 に従事 する方 (炊事 掃除 洗

濯および青児等に従事する方 )に限 られますので

39才 男性

営業職 (職種タイプ1級)

加入口数30回の場合

96 円
×

カロ入回数   入院初期費用担保特約保険料

□ 口
+|     1円 =

カロ入回数   入院初期費用担保特約保険料

医=コ ロ  205 円
~

(X僣邸鮨 鮎輻 」‖)

ご注意くださし、
慢性病等の病気がある場合には その旨お申し出
ください。

(※品昌讐疑型写「
持費50円が

)
月払保険料

3,085
円

(※品饗讐垢型写∫
持費50円が

)

月

払

保

険

料

38Fl

55円

62円

77Fl

96円

120円

143円

166円

177円

187円

24P3

35円

40Fl

49R

61円

77Fl

92R

106円

114円

119円

275Fヨ

305円

335Fヨ

420F5

こ

8左 記保険料 は ご加入者数 1000名 以上の場合の金

額 です。ご加入者数か1000名 を下 まわった場合 は

保険llの 引き上 けの変更 をさせていたたきますの

で あ らか じめご了承 くだ さtヽ

9保 険期間の中途 でご加 入 を止 め られる場合 で 保

険全 をお支払 いする事 由が発生 しているときは

未経過期間の保険料 をご請求することがあ|,ます。
10そ の他 ご不明 な点 がごぎいま した らご遠慮 な く

取扱代理店 扱者 にお問い合 わせ ください。

基本保険料

|  1円
×

基本保険料

円

被保険者おひとりにつき、最低10口以上1口単位でお申込みください。

加入口数 (1口=補 償月額1万円)は 、給与所得者の場合、平均月間所得額
(年収の1/12)の 50%、自営業者の場合、70%の 範囲内でお決めください。

家事従事者は15口限度となります。

X家 事従事者特約をセットした場合を除き補償月額が事故直前]2ヶ月間の平均月間所得額を上回る場合は 平均月間所得額を限度とし
て保険金をお支払いしますのでこ注意ください。ただし、家事従事者特約をセットされている場合には 平均月間所得額を165000円

とします。
(*契約が複数あるときまそれそれの補償月額幌険金額)を合算したものをいいます。)

X加 入回数の設定にあたっては 就業不能となることにより支出を免れる金額 就業不能の発生にかかわらず得られる収入を除いてく
ださい。

Xこ イホ続に際し または保険期間(保険のこ契約期間)の中途において 被保険者の平均月間所得が加入時の額より減少した場合には 取
扱代理店 扱者または弊社にこ連絡のうえ、保険金額(こ契約金額)の見直しについてこ相談くださしヽ

|| |・ ■ ■■●‐
|‐ ||  

‐.|■ |‐
|

こ,]入の際のこ注点

告知i■ |こ,1入の瞭にま ,1入依,ま 健厚状態笛知書を言みます )の記砒事項に問こt,がないか十分にこ確認く

ださし■記戯事頂が事実とイBこしている場合には裸 険雲約が解除し(この現合 お支払いいただいた保境料も返運で

きません )・豪 金をお支払いてきないことが・
●ります 青に掟保l‐者(保険の対象となる方)の二年月日または満

=F険 契llの無効

保険力]入の当時 この保険ユ約に露 し 保■契約者 植保険青も しくはこれ らの者の代理人 その他保険金を受 ブ取

3口 座]落 し不能の喝合

|‐意 ||‐・
‐   ‐

3遅 去の場病[等 について

退去の傷病Eや 現在の健康卜■ 年ヽ等によつこ加入をお断 りした り 東京海上自動火災=険 ill)が提示するお

:受 条件 [よ つてこ,1入い●.た くことがあ ります また こ継籠をこ希望の場合つ上::と同■のt'取扱●ヽとな り

ます

‐‐|‐lL

保険llは こ10入者数わЧ000人以上の場合の金頷です こ加入者数が99:人以下とrl●[場 合に よ 俣瞼Jを =き

上げさせてい|.|.きます

iO保 険会社破綻時の取扱い

号受保険会社の経営か耐綻 した場合等に ぎ 保咬金 返れい金=の 更ltいか―足期間凛縞さイtたつ =積 が:1●さ

れることがあつます なお 経営が硬掟した場合には この保険は「損害保険契約者保護機制 の■償対象となり

保険金 返れい金等け原員Jと して

'0●

●まで補償さ

口座残高不足等の理由によつ :「言しができなかつた場合 翌月に2ヶ周分をお弓=し 致 します 2ケF連 続て:落 し

てきllかつた導合には 最朽の言蒋 し不肯ビ日'■で自動解除とIJりますのでこ注意 ください ただ し こ1]人後 最初

と2コロの]落 しか連猜 してできなか つた場合は取消となつます (こ,1入取消)

保険■のlL込|・●予朝問等の取扱t'

¬,第2回 目tl降の分害!保険料 ま払込朝日までにお支■いくださtヽ■2期 日(□座振替の場合 金融筏関所定の振

替8が 保険料ヽ込期日となつます )までに分宮t保険料の入金かIJt 場ヽ合によその■込期日後にこきた事故による

1員詈写に対してけ保陰金をあ支払いてきしかoた り こ契約をr唸 させてぃた「.く場合か●・.ります
(8,分=11、の場合で 保険金をお支,、いする事故が発生した場合には 未経調期間の保障料を請求させていただく場

合|あ ります

■11入後のこ連絡

次のような場合には 速やかに取扱代理店 扱者にこ迪1=ください.こ適,0かないときは保険金のお支払いができな

米別途お渡 ししてお りますヽ票のl「成時期によつて 平成]=年:月以前の制度にに してのみ謳 lしている場合が

こざいますが その場合でも 平成18年4月以=は 保険業■の改正により上記のとおりとな ります|・で こ吉意 く

|_さい

]]取 扱代理店 扱者 ま=受 保険会社との委託契約にEづ き

'障
契tの 締皓 契約の管1里業お等の代理業務を行つて

おります したかいまして取扱代理El● 者と有効に成立したこ契¬につきましては言受保険会社と,:を契liご

れ|.●●のとIJつます

● このパンフレットは 所碍●償=境 の概要をこ紹介したものです こ

":入

にあたつてき必,「重要ゴ頂説明∃Jを

よくお読みく|.さい ;1期は契約者である団体の代表者の方にお混しして|・.りますメ険杓款 1肯約景項によりま

すが こ契約手抗 保険金のお支払い条件 そのltこ不明な点がありましたら取拇代理店 撮者または保に会社に

お|_すねください
( 雫Ⅲからのケ=(商 工会からの卜退を含む)(2),「入内容の変更 (3)職種職業の変更 (4泄 の所得補償保険

または 身体障害を補償する4.の保■契約を同一lt保険者につ青締

“

きするとき また ま こnら の
'険

契・・かあるこ

とを知つたとき

[言 =に てこ這結 くださtl

7保 ■金受取人につしヽて

本市J度の保険壼は ,保 険者に直接お支払い します ■人等が■険金を受け取ることはできません

にのパンフレットは再生紙を使用してもヽます.      070949520726● 2007年7月作成

お問い合わせ先

E1482760 077改 定 (吉llT18

パートでお勤めの方は
1級の職種に限ります.

月払保険料


